
小牧市指定給水装置工事事業者の指定取消処分等に関する要  

綱  

令和２年１１月３０日 

２小経第１３１６号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、小牧市水道事業給水条例（昭和４４年小牧市条例第

４７号）及び小牧市水道事業指定給水装置工事事業者規程（平成１０年

小牧市水道事業管理規程第１号。以下「規程」という。）に定めるもの

のほか、指定給水装置工事事業者の指定の取消し及び指定の停止（以下

「指定の取消し等」という。）について必要な事項を定めるものとする。 

（違反行為の調査、報告等） 

第２条 小牧市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例（昭和４２

年小牧市条例第１８号）第４条第２項に規定する水道事業の管理者の権

限を行う市長（以下「管理者」という。）は、小牧市水道事業給水条例

第７条第１項に規定する指定給水装置工事事業者（以下「指定工事業者」

という。）が規程第８条各号のいずれかに該当すると認めるときは、直

ちに違反行為を是正するよう指導するとともに、てん末書の提出を求め

るものとする。 

 （文書等による注意又は警告） 

第３条 管理者は、違反行為の内容及びてん末書の内容を検討し、指定の

取消し等をすべきものに至らないと認めるときは、当該指定工事業者に

対し、文書等により注意又は警告を行うことができる。 

（処分の決定） 

第４条 管理者は、違反行為の内容及びてん末書の内容を検討し、指定の

取消し等をしようとするときは、あらかじめ、小牧市水道事業指定給水

装置工事事業者審査会設置要綱（平成１６年６月１７日１６小水料第６０

号）に規定する審査会に違反の事実について審査をさせ、その結果の報

告を受けた上で、指定の取消し等の決定を行うものとする。 

２ 規程第９条に規定するしん酌すべき特段の事情は、次に掲げる場合と

する。 

 (1) 違反行為が故意でなく、悪質でなく、かつ、その損害が軽微と認め

られる場合 

 (2) その他管理者が特に認めた場合 



３ 指定の取消し等の処分は、別表事由の欄に掲げる事由に応じ、同表処

分内容の欄に定める処分とする。 

（聴聞又は弁明の機会の付与） 

第５条 管理者は、指定の取消し等をしようとするときは、小牧市行政手

続条例（平成９年小牧市条例第１５号）第１３条第１項第１号に規定す

る聴聞又は同項第２号に規定する弁明の機会の付与を行うものとする。 

（処分の通知） 

第６条 管理者は、指定の取消し等を決定したときは、当該指定工事業者

に通知するものとする。 

 （その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、指定の取消し等に関し必要な事項

は、管理者が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和３年１月１日から施行し、同日以後にされた違反行為

について適用する。 

別表（第４条関係） 

 事由 処分内容 

１ 不正の手段により指定工事業者として指定を受

けたとき。 

指定の取消し 

２ 事業所ごとに給水装置工事主任技術者を置かな

いとき。 

指定の取消し 

 

３ 水道法施行規則（昭和３２年厚生省令第４５号）

で定める機械器具を有しなくなったとき。 

指定の取消し 

 

４ 

 

精神の機能の障害により指定工事業者の事業を

適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思

疎通を適切に行うことができない者であること

が判明したとき。 

指定の取消し 

５ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者で

あることが判明したとき。 

指定の取消し 

６ 水道法（昭和３２年法律第１７７号）の規定に違

反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は

刑の執行を受けることがなくなった日から２年

指定の取消し 



を経過しない者であることが判明したとき。 

７ 指定工事業者の指定を取り消され、その取消しの

日から２年を経過しない者であることが判明し

たとき。 

指定の取消し 

８ 無断通水、水道メーターの不正使用等をしたと

き。 

指定の取消し

又は指定の停

止６月以下 

９ 道路占用許可、道路使用許可等を受けずに工事を

施行したとき。 

指定の停止６

月以下 

１０ 設計審査の承認を受けずに給水装置工事を施行

したとき。 

指定の停止６

月以下 

１１ 施工上の安全管理を怠り、死傷者を出し、又は被

害を与えたとき。 

指定の停止６

月以下 

１２ 事業所の名称及び所在地等の変更届を提出しな

いとき又は虚偽の届出をしたとき。 

指定の取消し 

 

１３ 廃止、休止若しくは再開の届出をしないとき又は

虚偽の届出をしたとき。 

指定の取消し 

 

１４ 給水装置工事主任技術者の選任又は解任の届出

をしないとき。 

指定の取消し 

 

１５ 給水装置工事主任技術者が２以上の事業者に選

任され、その職務に支障があるとき。 

指定の停止３

月以下 

１６ 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給

水装置の配水管への取付口から水道メーターま

での工事を施行する場合において、当該配水管及

び他の地下埋設物に変形、その他の異常を生じさ

せることがないよう適切に作業を行うことがで

きる技能を有する者を従事させないとき、又はそ

の者に該当工事に従事する他の者を実施に監督

させないとき。 

指定の停止１

月以下 

１７ 管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上

の条件に適合しない工事を施行したとき。 

指定の停止６

月以下 

１８ 水道法施行令（昭和３２年政令第３３６号）第６ 指定の停止６



条に規定する基準に適合しない給水装置を設置

したとき。 

月以下 

１９ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さ

ない機械器具を使用したとき。  

指定の停止３

月以下  

２０ 指名した給水装置工事主任技術者に、施工した給

水装置ごとに工事記録を作成させなかったとき

又は当該記録をその作成の日から３年間保存し

なかったとき。 

指定の停止３

月以下 

２１ 給水装置の検査の際、管理者の求めに対し、正当

な理由なく給水装置工事主任技術者を検査に立

ち会わせないとき。 

指定の停止３

月以下 

２２ 給水装置工事に関する報告又は資料の提出の求

めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚

偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 

指定の停止３

月以下 

２３ 施行した給水装置工事が水道施設の機能に障害

を与え、又は与えるおそれが大きいとき。 

指定の停止６

月以下 

 

 


